
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

�
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

二

�
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

�
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

（
道

路

課
）

三

�
道
路
の
区
域
変
更

（

〃

）

�
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

（
河
川
砂
防
課
）

四

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
）

五

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

�
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
監
督
処
分

（
土
木
監
理
課
）

六

�
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
事
業
の
実
施

（
港

湾

課
）

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
の
公
表

九

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第９７号

平 成１８年

１２月８日（金曜日）

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス

〃〃〃

雄
出
版
�

〃〃

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

〃

辰
巳
出
版
�

〃

雑
誌
コ
ー
ド

１８７６４
－
１２

０６６３６
－
１２

６７４７６
－
７６

０６６３５
－
１２

６８９１３
－
８３

１７６０４
－
１２

６８９１３
－
８９

１５４３１
－
１２

０２２５７
－
１１

１７９９９
－
１２

１３９９２
－
１１

／
２５

図
書

名

こ
れ
が
本
当
！
人
妻
の
Ｈ
話

も
っ
と
す
ご
い
本
当
の
Ｈ
話

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１２
月
号
増
刊

も
っ
と
す
ご
い
出
会
い
の
本
当

の
Ｈ
話

Ｖ
ol．３８

増
刊
D
r.ピ
カ
ソ
１２
月
号

Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｋ
Ｉ

１０
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．００２
）

Ｄ
r．
ピ
カ
ソ
Ｄ
Ｘ

１２
月
号
（
Ｎ
Ｏ
．１４１
）

爆
烈
ハ
プ
ニ
ン
グ

vol．１０

女
裸
族増
刊
パ
チ
ス
ロ
裏
技
最
強

テ
ク
M
AN
IAX

１２
月
号

K
U
IK
O
M
I
School＃

０３

ス
ー
パ
ー
写
真
塾

１２
月
号
（
通
巻
第
３１８
号
）

お
宝
ガ
ー
ル
ズ

１１
月
号
（
通
巻
第
７６
号
）

C
O
M
IC
ペ
ン
ギ
ン
ク
ラ
ブ

１２
月
号
（
Ｖ
ol．２４４

）

N
EO
N
G
U
Y

vol.01
C
O
M
IC
バ
ズ
ー
カ
１１
月
号
増
刊

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃〃〃〃

コミック
誌雑
誌

指
定

年
月
日

平成十八年十二月一日

指
定

番
号

２２１

２２２

２２３

２２４

２２５

２２６

２２７

２２８

２２９

２３０

２３１

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

�
Ｍ
Ｃ
プ
レ

ス�
茜
新
社

曙
出
版
�

�
一
水
社

�
ス
コ
ラ
マ

ガ
ジ
ン

�
セ
ブ
ン
新

社�
大
洋
書
房

�
ぶ
ん
か
社

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

０１８６４
－
１２

０４３４８
－
１２

１５５４４
－
１２

１３７７８
－
１２

１５４０２
－
１２

０７６８９
－
１２

０５２７１
－
１２

１９８２０
－
１１

１６６３９
－
１２

６８４６０
－
３５

０３３００
－
１２

Ｄ
Ｖ
Ｄ
ヤ
ッ
タ
ネ
！

１２
月
号
（
通
巻
７７
号
）

ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ

Ｒ
Ｏ
Ｍ
！
１２
月
号
別
冊

C
O
M
IC
SIG
M
A

VO
L．２

熟
女
も
の
が
た
り

１２
月
号
増
刊

コ
ミ
ッ
ク

Ｄ
Ｖ
Ｄ

爆
写

Ｖ
ol．０８

ス
ー
パ
ー
コ
ミ

ッ
ク
１２
月
号
増
刊

ハ
ッ
ス
ル

Ｅ
Ｘ

１１
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．６
）

コ
ミ
ッ
ク
Ｍ
ate１２

月
号
増
刊

D
o－
K
yun!

１２
月
号
（
vol．０４

）
ス
コ
ラ
１２
月
号
増
刊

微
熱

SU
PER

デ
ラ
ッ
ク
ス

１２
月
号
（
通
巻
２５
号
）

ジ
ゲ
ン
Ｅ
Ｘ１２
月
号
（
通
巻
３２
号
）

PEN
T－
JAPAN

ス
ぺ
シ
ャ
ル

１１
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．１２８
）

増
刊
話
王
１１
／
１５
号

D
O
PE
１２
月
号

（
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
－
０８４
）

Ｄ
Ｖ
Ｄ
ナ
ッ
ク
ル
ズ

vol．１
漫
画
実
話
ナ
ッ
ク

ル
ズ
特
別
編
集

M
uku！

RAD
IC
AL
Ｖ
ol．１０

ク
リ
ー
ム
１２
/５
号
増
刊

〃

コミック
誌〃雑
誌

コミック
誌〃雑
誌〃〃〃〃

２３２

２３３

２３４

２３５

２３６

２３７

２３８

２３９

２４０

２４１

２４２
指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
一
二
〇
一

〇
〇
三
六

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
プ
ラ
ン
ナ
ー

丸
亀
市
川
西
町
南
二

五
八
番
地
一

株
式
会
社
プ
ラ
ン
ナ

ー丸
亀
市
川
西
町
南
二

五
八
番
地
一

平
成
十
八
年

十
二
月
一
日

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
一
二
〇
〇

〇
五
一
六

（
変
更
前
）

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
長
谷
川
丸
亀
営

業
所

丸
亀
市
郡
家
町
三
五

九
六
―
二

（
変
更
後
）

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
長
谷
川
坂
出
営

業
所

坂
出
市
駒
止
町
二
丁

目
五
番
三
十
六
号

株
式
会
社
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
長
谷
川

高
松
市
築
地
町
八
―

一
七

平
成
十
八
年

十
一
月
一
日

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
九

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
八
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
九

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

造
田
滝
宮
線
（
百
八
十
五
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
九

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

財
田
ま
ん
の
う
線
（
百
九
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
号

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
三
ノ
池
三
一
八
番
一
六

地
先
か
ら

坂
出
市
川
津
町
字
川
西
一
七
番
七
地
先
ま
で

九
・
三

〜
三
五
・
三

五
四
〇

平
成
十
年
香

川
県
告
示
第

九
百
四
十
九

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

綾
歌
郡
綾
川
町
羽
床
上
字
道
東
六
一
四
番
二
地
先

か
ら

綾
歌
郡
綾
川
町
羽
床
上
字
道
東
六
三
五
番
四
地
先

ま
で

九
・
七

〜
二
七
・
六

三
一
二

平
成
七
年
香

川
県
告
示
第

七
百
四
十
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
追
上
五
五
番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
追
上
一
六
九
番
一
地
先
ま

で

八
・
八

〜
一
九
・
〇

三
六
七

平
成
十
五
年

香
川
県
告
示

第
六
十
五
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

三



道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
九

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

多
和
三
木
線
（
百
四
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
並
び
に
同
地
番
に
介
在
す
る
水
路
敷
及
び
道
路
敷
（
別
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所

総
務
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
指
道

第
十
八
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

三

指
定
道
路
の
位
置

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
字
長
法
寺
三
一
七
―
六
か
ら
三
一
七
―
八
ま
で
、
三
二

四
―
四
及
び
三
二
四
―
六
か
ら
三
二
四
―
九
ま
で

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

延
長

四
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
字
三
番
乙
一

六
五
番
一
八
地
先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
字
三
番
乙
一

六
五
番
一
地
先
ま
で

前

六
・
四

〜
一
六
・
八

三
〇

道
路
維
持
修

繕
工
事
に
伴

う
区
域
変
更

後

六
・
六

〜
二
四
・
七

三
〇

定

国

東
か
が
わ
市

黒

羽

定

国

甲
一
三
一
一
番
地
、
甲
一
三
一
二
番
地
、

甲
一
三
一
三
番
地
、
甲
一
三
一
四
番
地
、

甲
一
三
一
七
番
地
、
甲
一
三
二
七
番
地
一
、

甲
一
三
三
二
番
地
、
甲
一
三
三
五
番
地
、

甲
一
三
三
八
番
地
、
甲
一
三
三
九
番
地
、

甲
一
三
四
○
番
地
一
、
甲
一
三
四
一
番
地

一
（
別
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

南

山

乙
一
一
九
番
地
一
、
乙
一
一
九
番
地
二
、

乙
一
二
○
番
地
、
乙
一
二
一
番
地
、
乙
一

二
五
番
地
、
乙
一
二
六
番
地
、
乙
一
二
七

番
地
、
乙
一
二
九
番
地
甲
、
乙
一
三
八
番

地
、
乙
一
三
九
番
地
、
乙
一
四
○
番
地
、

乙
一
四
一
番
地
、
乙
一
四
三
番
地
一
（
別

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

区
域
名

郡
市
名

町

名

大
字
名

字

名

地

番

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二

指
定
代
理
金
融
機
関

２

指
定
代
理
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
備
考

指
定
代

理
金
融
機
関
香
川
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
を
代
理
す
る
農
業
協
同
組
合
の
名
称
並
び
に
店

「

舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
香
川
県
農
業
協
同
組
合
の
項
中

丸
亀
支
店

丸
亀
市

本
島
支
店

丸
亀
市

広
島
支
店

丸
亀
市

を
」

「

丸
亀
支
店

丸
亀
市

に
改
め
る
。

」

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
一
四
番
四
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
多
肥
上
町
店

高
松
市
多
肥
上
町
字
松
林
一
一
八
二
番
一
ほ
か

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
九
年
八
月
一
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
六
七
六
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
収
容
台
数

九
一
台

�

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
九
台

�

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三
六
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
七
・
二
八
立
方
メ
ー
ト
ル

７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時
四
十
五
分

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

�

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
九
日
（
月
曜
日
）
ま
で

公

告

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

五



四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
九
年
四
月
九
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
業
者
の

監
督
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
そ
の
者
の
建
設

業
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
番
号

１

商
号

ア
ジ
ア
工
業
合
資
会
社

２

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

高
松
市
三
条
町
九
三
番
地
一
九

３

代
表
者
の
氏
名

福
田

愼
次
郎

４

許
可
番
号

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十
四

特
―
十
七
）
第
六
〇
〇
一
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
九

日
ま
で
の
十
五
日
間
、
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
ず
る
。

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
八
月
に
大
阪
府
が
公
告
し
た「
泉
ヶ
丘
地
区
第
一
駐
車
場
ビ
ル
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
工
事
」

の
一
般
競
争
入
札
の
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
に
お
い
て
、
施
工
実
績
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
ア
ジ

ア
工
業
合
資
会
社
が
大
阪
府
知
事
に
提
出
し
た
「
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
実
施
届
出
書
」
の
写
し
が
、

関
係
官
庁
へ
提
出
さ
れ
た
届
出
書
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

次
の
と
お
り
、
高
松
港
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
に
よ
り
募
集
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
よ
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
（

平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

事
業
の
概
要

１

事
業
の
名
称

高
松
港
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
事
業

２

事
業
の
内
容

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
の
調
達

一
基

レ
ー
ル
基
礎
及
び
レ
ー
ル
の
設
置

一
式

電
源
施
設

一
式

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
の
設
営
・
試
運
転

一
式

保
守
管
理

一
式

（
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
保
守
管
理
で
、
消
耗
品
等
の
取
替
え
を
含
む
。
）

３

履
行
期
間

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

六



県
の
指
定
す
る
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
。

た
だ
し
、
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
の
供
用
開
始
は
技
術
提
案
書
記
載
の
日
と
す
る
。

４

予
定
価
格

九
五
九
、
七
二
一
、
〇
〇
〇
円

二

応
募
者
の
参
加
資
格

応
募
者
は
、
本
事
業
を
十
分
に
実
施
で
き
る
技
術
、
知
識
、
能
力
、
資
金
調
達
力
、
信
用
等
を
有
し
、

本
契
約
を
履
行
で
き
る
能
力
を
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ

と
。

１

応
募
者
の
構
成
等

応
募
者
は
、
単
独
の
企
業
又
は
複
数
の
企
業
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
と
し
、
グ
ル
ー
プ
で

応
募
す
る
場
合
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

�

代
表
企
業
を
定
め
る
こ
と
。

�

代
表
企
業
が
契
約
の
相
手
方
と
な
り
、
応
募
及
び
契
約
に
伴
う
全
て
の
責
任
を
負
う
こ
と
。

�

グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
の
数
は
二
者
又
は
三
者
で
あ
り
、
任
意
か
つ
自
主
的
に
結
成
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

�

応
募
書
類
の
提
出
時
に
は
、
応
募
者
の
構
成
員
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

�

応
募
書
類
を
提
出
し
た
後
に
、
応
募
者
の
構
成
員
を
変
更
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

�

応
募
者
の
構
成
員
は
、
応
募
者
又
は
他
の
応
募
者
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２

単
独
の
企
業
及
び
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
に
求
め
る
要
件

�

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
（
な
お
、
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
契
約
締

結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
。）

�

旧
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
整
理
開
始
の

申
立
て
若
し
く
は
通
告
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
八
条
若
し
く
は
第
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
き
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
申
立
て
を
含

む
。
）
、
旧
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
更
生
手

続
き
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
申
立
て
を
含
む
。
）
又
は
民
事
再
生
法
（

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。

	

会
社
更
生
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
で
、
香
川
県
建
設
工
事
指
名
競

争
入
札
参
加
者
資
格
基
準
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
。
以
下
「
資
格
基

準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
格
付
を
受
け
た
も
の




民
事
再
生
法
に
基
づ
く
再
生
計
画
認
可
の
決
定
（
確
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者

で
、
資
格
基
準
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
格
付
を
受
け
た
も
の

�

「
工
事
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
」
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
九
日
付
け

建
設
省
厚
第
九
十
一
号
）
若
し
く
は
「
地
方
整
備
局
（
港
湾
空
港
工
事
関
係
）
所
掌
の
工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
」
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
付
け
港
管
第
九
百
二

十
七
号
）
又
は
「
香
川
県
建
設
工
事
指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
（
昭
和
五
十
九
年
香
川
県
告
示
第

四
百
五
十
六
号
）
若
し
く
は
「
香
川
県
物
品
の
買
入
れ
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
（
平

成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号
）
に
よ
る
指
名
停
止
期
間
中
の
者
で
な
い
こ
と
。

�

香
川
県
の
県
税
、
法
人
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３

単
独
の
企
業
及
び
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
か
の
構
成
員
に
求
め
る
要
件

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
土

木
一
式
又
は
機
械
器
具
設
置
工
事
）
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

単
独
の
企
業
及
び
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
（
代
表
者
）
に
求
め
る
要
件

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
又
は
類
似
品
の
調
達
・
納
品
の
実
績
（
平
成
八
年
度
以
降
に
引
き
渡
し
の

完
了
し
た
も
の
に
限
る
。
国
内
外
、
発
注
者
の
種
別
、
発
注
形
態
を
問
わ
な
い
。
）
が
あ
る
こ
と
。

５

単
独
の
企
業
及
び
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
か
の
構
成
員
（
代
表
者
を
除
く
。
）
に
求
め
る
要
件

�

経
営
事
項
審
査
（
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
に
関
す
る
客
観

的
事
項
の
審
査
で
あ
っ
て
、
そ
の
審
査
基
準
日
が
技
術
資
料
提
出
期
限
日
前
一
年
七
月
以
内
の
も

の
の
う
ち
直
近
の
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
土
木
一
式
工
事
の
総
合
評
定
値
が
九
百
点
以
上
で

あ
る
者
、
又
は
香
川
県
の
平
成
十
八
年
度
建
設
工
事
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ

れ
、
か
つ
、
資
格
基
準
第
二
条
の
等
級
別
の
格
付
け
で
土
木
一
式
工
事
の
特
Ａ
等
級
の
格
付
け
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�

国
、
公
団
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
注
し
た
岸
壁
工
事
又
は
護
岸
工
事
の
元
請
（
共
同
企
業
体

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
に
限
る
。
）
と
し
て
の
施
工
実
績
（
平
成
八
年
度
以
降
に
工
事
が

完
成
し
、
引
き
渡
し
の
完
了
し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
こ
と
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

七



�

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
土
木
一
式
工

事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

で
、
�
に
掲
げ
る
工
事
の
経
験
が
あ
る
も
の
を
本
事
業
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

な
お
、
「
こ
れ
に
準
ず
る
者
」
と
は
、
次
の
者
を
い
う
。

	

平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
以
前
に
交
付
を
受
け
た
監
理
技
術
者
資
格
者
証
を
有
す
る
者




平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
以
前
に
監
理
技
術
者
の
講
習
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十

六
年
三
月
一
日
以
後
に
監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
監

理
技
術
者
資
格
者
証
及
び
指
定
講
習
受
講
修
了
証
を
有
す
る
者

三

説
明
書
の
交
付

１

交
付
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

配
布
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。

３

配
布
場
所

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
土
木
部
港
湾
課

四

応
募
申
請
書
、
応
募
資
格
確
認
資
料
、
技
術
提
案
書
等
（
以
下
「
応
募
書
類
」
と
い
う
。
）
の
受
付

期
間

１

受
付
期
間

平
成
十
九
年
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
十
八
日
ま
で
。

２

受
付
時
間

三
の
２
と
同
じ

３

受
付
場
所

三
の
３
と
同
じ

五

応
募
書
類
の
審
査

１

審
査
機
関

応
募
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
応
募
書
類
に
よ
り
、
高
松
港
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
事
業
審
査
委

員
会
に
よ
る
審
査
を
実
施
し
、
候
補
者
を
選
定
す
る
。

２

審
査
の
対
象

次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
を
審
査
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

�

二
の
応
募
資
格
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者

�

見
積
金
額
が
予
定
価
格
以
下
で
な
い
者

�

応
募
者
、
応
募
者
の
代
理
人
そ
の
他
の
関
係
者
が
、
審
査
委
員
会
委
員
又
は
関
係
職
員
と
審
査

・
決
定
に
関
し
て
不
当
な
接
触
を
行
っ
た
場
合

�

応
募
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
っ
た
場
合

�

そ
の
他
不
正
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合

３

審
査
方
法

�

提
出
さ
れ
た
技
術
提
案
書
の
評
価
に
あ
た
り
、
技
術
提
案
書
審
査
結
果
表
を
作
成
し
、
評
価
値

を
算
出
し
、
最
も
高
い
者
を
候
補
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
企
業
の
経
営
状
況
か
ら
本
事
業
の
実
施

に
必
要
な
資
金
調
達
力
、
信
用
等
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
次
点
の
者
を
候
補
者
と
す
る
。

�

評
価
値
の
最
も
高
い
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
見
積
金
額
の
低
い
者
を
候
補
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
見
積
金
額
も
同
額
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
者
に
く
じ
を
ひ
か
せ
て
候
補
者
を
定
め
る
。

�

審
査
に
当
た
っ
て
は
必
要
に
応
じ
、
応
募
者
に
対
し
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
。

六

そ
の
他

１

そ
の
他
詳
細
は
説
明
書
に
よ
る
。
ま
た
、
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
、
応
募
資
格
の
一
要

件
で
あ
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。

２

手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

３

契
約
保
証
金

説
明
書
に
よ
る
。

４

契
約
書
作
成
の
要
否

要

七

問
合
せ
先

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
土
木
部
港
湾
課

電
話
番
号
（
〇
八
七
）
八
三
二
―
三
五
四
九

八

Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
the
products

to
be
purchased

:

・
1
G
antry

C
rane

・
Installation

of
rails,

and
rail
foundations

・
Pow
er
plant

for
G
antry

C
rane

・
Erection

and
testing

of
G
antry

C
rane

・
M
aintenance

(M
aintenance

until
31st

M
arch

2013,
including

exchange
of
consum

ables
etc.)

２
Tim
e-lim

it
for
subm

ission
of
Tender,

C
onfirm

ation
of
Application

Requirem
ents,

and
Technical

Proposal:January
16th

2007
until

4
:00
p.m
.,
January

18th
2007

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

八



監
査
委
員
公
表

３
C
ontact

point
for
tender

docum
entation

:
G
eneral

Affairs・
M
anagem

ent
G
roup,

Ports
and

H
arbours

D
ivision,

C
ivil
Engineering

D
epartm

ent,
K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent
4－
1－
10
B
ancho,

Takam
atsu-shi,

K
agaw

a-ken,
Japan,

760－
8570

TEL

087－
832－

3549

４
Please

subm
it
all
docum

entation
in
Japanese

w
ith
m
onetary

values
converted

into
yen.

４
監
査
の
結
果

学
校
法
人
尽
誠
学
園
が
設
置
す
る
尽
誠
学
園
高
等
学
校
等
の
経
常
的
経
費
等
に
対
す
る
補
助
金
に

係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、

指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
３

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
明
治
百
年
記
念
香
川
県
青
少
年
基
金

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２
日

３
県
の
出
資
金
の
額

５９０
，０００
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
明
治
百
年
を
記
念
し
て
、
香
川
の
青
少
年
が
そ
の
成
果
を
受
け
つ
ぐ
誇
り
と
責
任
を

自
覚
し
、
自
ら
の
手
で
次
代
を
開
く
夢
と
希
望
に
満
ち
て
進
む
よ
う
青
少
年
育
成
事
業
を
積
極
的
に

実
施
し
、
そ
の
健
全
育
成
を
期
し
、
郷
土
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
青

少
年
文
庫
の
設
置
運
営
、
青
少
年
の
国
際
交
流
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
４

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
吉
野
川
水
源
地
域
対
策
基
金

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
９
日

３
県
の
出
資
金
の
額

２０２
，０５０
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
吉
野
川
水
系
に
お
け
る
治
水
及
び
利
水
の
た
め
の
諸
施
策
の
推
進
、
水
没
関
係
住
民

の
生
活
の
安
定
及
び
水
没
関
係
地
域
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
流
域
関
係
地
域
の
振
興
と
一
体
的
発

展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３２
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１８
年
１２
月
８
日

香
川
県
監
査
委
員

石
川

豊

同
辻

村
修

同
石

川
�

治

同
野

田
峻

司

第
１

監
査
対
象
法
人

学
校
法
人
藤
井
学
園

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
７
日

３
県
の
補
助
金
の
額

３６６
，９９９
，６０４
円

４
監
査
の
結
果

学
校
法
人
藤
井
学
園
が
設
置
す
る
藤
井
高
等
学
校
等
の
経
常
的
経
費
等
に
対
す
る
補
助
金
に
係
る

出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指

摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
２

監
査
対
象
法
人

学
校
法
人
尽
誠
学
園

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
補
助
金
の
額

５４５
，３５６
，０３４
円

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）
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な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
５

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
香
川
県
環
境
保
全
公
社

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
９
日

３
県
の
出
資
金
の
額

１２９
，０５０
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
と
と

も
に
、
県
内
産
業
の
健
全
な
発
展
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
廃
棄
物
の
処
理
に
関

す
る
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お

り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
６

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
香
川
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２
日

３
県
の
出
資
金
の
額

２５０
，０００
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
振
興
・
調
整
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
調
査
・
研

究
等
を
行
い
、
も
っ
て
県
民
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
振
興
を
図
る
た
め
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お

り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
７

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
香
川
県
国
民
年
金
福
祉
協
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
出
資
金
の
額

３４
，０００
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
国
民
年
金
制
度
の
趣
旨
の
徹
底
並
び
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
及
び
年
金
受
給
権
者

等
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
国
民
年
金
健
康
保
養
セ
ン
タ
ー
の

受
託
経
営
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
指
導
注
意
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

	
指
導
注
意
事
項

当
財
団
が
取
得
し
た
財
産
の
一
部
が
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
財
務
諸
表
に
反

映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
８

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
香
川
県
身
体
障
害
者
協
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金
５０
，０００
，０００
円

補
助
金
１０
，９１０
，７９４
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
身
体
障
害
者
の
自
立
更
生
等
を
援
助
し
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
、
身
体
障
害
者
福
祉
事
業
の
総
合
企
画
、
調
査
研
究
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
検
討
指
示
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

	
検
討
指
示
事
項

勤
務
時
間
等
に
つ
い
て
、
県
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
就
業
規

則
に
定
め
る
な
ど
、
そ
の
整
備
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
９

監
査
対
象
法
人

社
会
福
祉
法
人
香
川
県
社
会
福
祉
事
業
団

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
７
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金

１６
，０００
，０００
円

補
助
金

２５０
，０００
円

香

川

県

報
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十
八
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十
二
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八
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委
託
金
５９１
，９５４
，１６２
円

４
事
業
の
概
要

当
事
業
団
は
、
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
知
的
障
害
者
及
び
知

的
障
害
児
が
自
立
し
た
生
活
を
地
域
社
会
に
お
い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
知
的
障
害
者
授
産
施
設
香
川
県
ふ
じ
み
園
並
び

に
知
的
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
香
川
県
ふ
じ
み
園
福
祉
ホ
ー
ム
の
受
託
経
営
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１０

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
香
川
県
食
鳥
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金
１０
，０００
，０００
円

補
助
金
２７
，７０８
，７１５
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向

上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
食
鳥
検
査
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１１

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
か
が
わ
産
業
支
援
財
団

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
１
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金
３
，８３０
，５６２
，７１４
円

補
助
金

４７２
，３５６
，０１４
円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高
２
，８６６
，４４１
，５７５
円

当
年
度
貸
付
額

７６
，３００
，０００
円

当
年
度
償
還
額

２４８
，０８３
，５５０
円

当
年
度
末
貸
付
残
高
２
，６９４
，６５８
，０２５
円

委
託
金

８４
，３４９
，５２０
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
香
川
県
に
お
け
る
産
業
及
び
学
術
の
振
興
発
展
と
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
新
産
業
の
創
出
、
産
業
技
術
の
高
度
化
、
科
学
技
術
の
振

興
、
中
小
企
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
等
を
図
る
た
め
総
合
的
な
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
、
貸
付
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
そ

の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指

示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１２

監
査
対
象
法
人

香
川
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
補
助
金
の
額

１０６
，０４６
，０５７
円

４
監
査
の
結
果

中
小
企
業
連
携
組
織
対
策
事
業
費
等
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目

的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。

第
１３

監
査
対
象
法
人

穴
吹
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
１
日

３
県
の
委
託
金
の
額

１７１
，４７０
，０００
円

４
監
査
の
結
果

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日

（
第
九
三
九
六
号
）

一
一



香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿

っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１４

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
管
理
協
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金
２６３
，０００
，０００
円

委
託
金
２５３
，３６２
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
及
び
坂
出
緩
衝
緑
地
の
適
切
な
管
理
及
び
運
営
を
行
い
、
も
っ

て
活
力
あ
る
地
域
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施

し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
指
導
注
意
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

	
指
導
注
意
事
項

基
本
財
産
及
び
運
用
財
産
に
つ
い
て
、
有
効
な
運
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

第
１５

監
査
対
象
法
人

か
が
わ
農
産
物
流
通
消
費
推
進
協
議
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
負
担
金
の
額

２３
，００２
，０００
円

４
監
査
の
結
果

か
が
わ
農
産
物
流
通
消
費
推
進
協
議
会
負
担
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の

目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示

事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１６

監
査
対
象
法
人

社
団
法
人
香
川
県
畜
産
協
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
７
日

３
県
の
補
助
金
の
額

５１
，０１１
，６３５
円

４
監
査
の
結
果

肉
用
牛
肥
育
経
営
安
定
事
業
等
に
対
す
る
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ

の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指

示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１７

監
査
対
象
法
人

香
川
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
出
資
金
の
額

３５１
，３５０
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
協
会
は
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
に
基
づ
き
、
金
融
機
関
の
中
小
漁
業
者
等
に
対
す
る
貸
付
け

等
に
つ
い
て
そ
の
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
り
中
小
漁
業
者
等
が
必
要
と
す
る
資
金
の
融
通
を
円

滑
に
し
、
中
小
漁
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
漁
業
近
代
化
資
金
等
の
債
務

保
証
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１８

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
香
川
県
水
産
振
興
基
金

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
７
日

３
県
の
出
資
金
の
額

１
，２０４
，０００
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
本
県
の
産
業
経
済
の
振
興
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
稚
魚

放
流
事
業
に
対
す
る
助
成
事
業
や
粉
石
け
ん
の
使
用
促
進
を
図
る
公
害
対
策
事
業
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
ヒ
ラ
メ
等
の
種
苗
生
産
と
配
付
を
県
の
委
託
を
受
け
て
実
施
し
て
い
る
。
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５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
１９

監
査
対
象
団
体

社
団
法
人
香
川
県
水
産
振
興
協
会

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
補
助
金
の
額

５３
，２００
，０００
円

４
監
査
の
結
果

水
産
振
興
総
合
対
策
事
業
（
重
要
稚
仔
放
流
事
業
）
等
に
対
す
る
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の

事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導

注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
２０

監
査
対
象
法
人

香
川
県
土
地
開
発
公
社

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１０
月
３１
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金
５０
，０００
，０００
円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高

３
，４３２
，６９４
，４３１
円

当
年
度
貸
付
額

１６
，８３８
，９９８
円

当
年
度
償
還
額

０
円

当
年
度
末
貸
付
残
高

３
，４４９
，５３３
，４２９
円

債
務
保
証

当
年
度
末
債
務
保
証
残
高
９
，３１９
，８３０
，４４５
円

４
事
業
の
概
要

当
公
社
は
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
地
域
の
秩
序
あ
る
整
備
と
県
民

福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
公
共
用
地
、
公
用
地
等
の
取
得
、
管
理
、

処
分
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
、
貸
付
金
及
び
債
務
保
証
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ

て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
検
討
指
示
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

	
検
討
指
示
事
項

維
持
管
理
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
財
務
規
程
に
定
め
る
な
ど
、
財
務
会
計
処
理
の
あ
り
方
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
２１

監
査
対
象
法
人

香
川
県
道
路
公
社

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１０
月
３１
日

３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金
１
，５６８
，７８２
，０００
円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高
８
，４１２
，０５６
，０００
円

当
年
度
貸
付
額

６１３
，０００
，０００
円

当
年
度
償
還
額

９５０
，８４３
，０００
円

当
年
度
末
貸
付
残
高
８
，０７４
，２１３
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
公
社
は
、
香
川
県
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
通
行
又
は
利
用
に
つ
い
て

料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
総
合
的
か

つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
て
交
通
の

円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
産
業
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
貸
付
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
２２

監
査
対
象
法
人

香
川
県
住
宅
供
給
公
社

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１０
月
３１
日
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３
県
の
出
資
金
等
の
額

出
資
金

１０
，０００
，０００
円

委
託
金

５００
，９５０
，２６４
円

４
事
業
の
概
要

当
公
社
は
、
県
の
住
宅
対
策
に
呼
応
し
、
住
宅
を
必
要
と
す
る
勤
労
者
に
対
し
、
居
住
環
境
の
良

好
な
集
団
住
宅
及
び
そ
の
用
に
供
す
る
宅
地
を
供
給
し
、
も
っ
て
住
民
の
住
生
活
の
安
定
と
社
会
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
住
宅
の
建
設
、
分
譲
及
び
県
営
住
宅
の
管

理
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
検
討
指
示
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

	
検
討
指
示
事
項

資
金
の
有
効
な
運
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
２３

監
査
対
象
法
人

香
川
県
競
技
ス
ポ
ー
ツ
強
化
本
部

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２
日

３
県
の
補
助
金
の
額

１１１
，３２３
，７２７
円

４
監
査
の
結
果

香
川
県
競
技
ス
ポ
ー
ツ
強
化
本
部
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的

に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
検
討
指
示
事
項
が

あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

	
検
討
指
示
事
項

補
助
事
業
の
履
行
確
認
に
当
た
り
、
確
認
方
法
の
見
直
し
や
補
助
団
体
へ
の
指
導
の
徹
底
に
よ

り
、
不
正
受
給
の
再
発
防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

第
２４

監
査
対
象
法
人

財
団
法
人
置
県
百
年
記
念
香
川
県
芸
術
文
化
振
興
財
団

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１７
年
度

２
監
査
実
施
年
月
日

平
成
１８
年
１１
月
２７
日

３
県
の
出
資
金
の
額

１
，０１０
，０００
，０００
円

４
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
文
化
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
、
創
造
的
な
芸
術
文
化
活
動
を
支
援
し
、

本
県
に
お
け
る
個
性
豊
か
な
文
化
の
向
上
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
芸
術

文
化
鑑
賞
機
会
の
提
供
、
地
域
芸
術
文
化
の
振
興
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お

り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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